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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器の消費電力を計測する電力計測部、
　電気機器が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部、
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶する記憶部、及び、
　演算・制御部、
を備えており、
　演算・制御部は、環境要因計測部によって計測された環境の要因の値に基づき、記憶部
に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電
力計測部によって計測された消費電力値に基づき求められた消費電力に関する実測値とを
比較し、
　［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲内であ
る場合、演算・制御部は、消費電力に関する実測値を、環境要因計測部によって計測され
た環境の要因の値を変数として、消費電力に関する予測値として記憶部に記憶する消費電
力管理装置。
【請求項２】
　［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲を逸脱
している場合、演算・制御部は警告を発する請求項１に記載の消費電力管理装置。
【請求項３】
　演算・制御部は、消費電力に関する実測値を記憶部に記憶し、所定の時間の経過前後に
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おいて消費電力に関する実測値の変化量を求め、変化量が所定の値以上であった場合、警
告を発する請求項１に記載の消費電力管理装置。
【請求項４】
　環境の要因は、少なくとも温度である請求項１に記載の消費電力管理装置。
【請求項５】
　消費電力に関する予測値は、平均消費電力予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、平均消費電力実測値である請求項１に記載の消費電力管理
装置。
【請求項６】
　消費電力に関する予測値は、消費電力のピーク高さ予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、消費電力のピーク高さ実測値である請求項１に記載の消費
電力管理装置。
【請求項７】
　消費電力に関する予測値は、消費電力のピーク積分値の予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、消費電力のピーク積分値の実測値である請求項１に記載の
消費電力管理装置。
【請求項８】
　消費電力に関する予測値は、単位時間当たりの消費電力のピーク出現回数予測値であり
、
　消費電力に関する実測値は、単位時間当たりの消費電力のピーク出現回数実測値である
請求項１に記載の消費電力管理装置。
【請求項９】
　電力計測部、環境要因計測部、記憶部及び演算・制御部は、電気機器あるいはその近傍
に配設されている請求項１に記載の消費電力管理装置。
【請求項１０】
　電力計測部、環境要因計測部及び演算・制御部は、電気機器あるいはその近傍に配設さ
れており、
　記憶部は、通信回線を介して接続されたコンピュータ内に配設されている請求項１に記
載の消費電力管理装置。
【請求項１１】
　電力計測部及び環境要因計測部は、電気機器あるいはその近傍に配設されており、
　記憶部及び演算・制御部は、通信回線を介して接続されたコンピュータ内に配設されて
いる請求項１に記載の消費電力管理装置。
【請求項１２】
　電気機器は、エアーコンディショナー、冷蔵庫、洗濯機、ヒーター、テレビジョン受像
機、又は、衣類の乾燥機である請求項１に記載の消費電力管理装置。
【請求項１３】
　電気機器の消費電力を計測する電力計測部、及び、
　電気機器が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部、
を、それぞれが備えた、複数の消費電力管理装置、並びに、
　各消費電力管理装置が通信回線を介して接続され、記憶部及び演算・制御部を備えたコ
ンピュータ、
から成り、
　演算・制御部は、各消費電力管理装置の環境要因計測部によって計測された環境の要因
の値に基づき、記憶部に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力
に関する予測値と、該消費電力管理装置の電力計測部によって計測された消費電力値に基
づき求められた消費電力に関する実測値とを比較し、比較結果を通信回線を介して該消費
電力管理装置に送出し、
　［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲内であ
る場合、演算・制御部は、消費電力に関する実測値を、電気機器及び環境要因計測部によ



(3) JP 5929575 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

って計測された環境の要因の値を変数として、消費電力に関する予測値として記憶部に記
憶する消費電力管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、消費電力管理装置、消費電力管理システム、消費電力管理方法及び消費電力
管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気機器が実際にどの程度の電力を消費するかを電気機器の使用者等が把握することは
、省エネルギー対策を取る上で非常に重要である。また、電気機器によっては、経年劣化
や故障の発生によって、あるいは又、過剰な負荷が加わることで、消費電力が増加する。
このような消費電力の増加を監視するための消費電力監視システムが、例えば、特開平１
０－２８２１６１から周知である。この消費電力監視システムは、１つ又は複数の電気機
器と、電気機器の消費電力を測定し監視する１つ又は複数の監視手段と、監視手段からの
報知信号を受信し報知する報知手段とから成り、監視手段は各消費電力あるいは合計量が
所定値を超えると報知手段に報知信号を送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２８２１６１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の特許公開公報に開示された技術において、監視手段は、各消費電力あるいは合計
量が所定値を超えるか否かを監視する。ここで、所定値は一定の値である。然るに、電気
機器によっては、例えば夏場と冬場で所定値を換え、あるいは又、外気温に依存して所定
値を換え、所定値を最適化することが望ましい場合が屡々ある。
【０００５】
　従って、本開示の目的は、より高い精度で電気機器の消費電力の監視を行い得る消費電
力管理装置、消費電力管理システム、消費電力管理方法及び消費電力管理プログラムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための本開示の消費電力管理装置は、
　電気機器の消費電力を計測する電力計測部、
　電気機器が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部、
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶する記憶部、及び、
　演算・制御部、
を備えており、
　演算・制御部は、環境要因計測部によって計測された環境の要因の値に基づき、記憶部
に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電
力計測部によって計測された消費電力値に基づき求められた消費電力に関する実測値とを
比較する。
【０００７】
　上記の目的を達成するための本開示の消費電力管理システムは、
　電気機器の消費電力を計測する電力計測部、及び、
　電気機器が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部、
を、それぞれが備えた、複数の消費電力管理装置、並びに、
　各消費電力管理装置が通信回線を介して接続され、記憶部及び演算・制御部を備えたコ
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ンピュータ、
から成り、
　演算・制御部は、各消費電力管理装置の環境要因計測部によって計測された環境の要因
の値に基づき、記憶部に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力
に関する予測値と、該消費電力管理装置の電力計測部によって計測された消費電力値に基
づき求められた消費電力に関する実測値とを比較する。比較結果を、通信回線を介してこ
の消費電力管理装置に送ってもよいし、コンピュータに備えられた表示装置に表示しても
よいし、インターネット上のウエブサイトやホームページに表示してもよい。
【０００８】
　上記の目的を達成するための本開示の消費電力管理方法は、
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶部に記憶しておき、
　電気機器が使用されている環境の要因の計測結果に基づき、記憶部に記憶された消費電
力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電気機器の消費電力計
測結果に基づき求められた消費電力に関する実測値とを比較する。
【０００９】
　上記の目的を達成するための本開示の消費電力管理プログラムは、
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶部に記憶しておき、
　電気機器が使用されている環境の要因の計測結果に基づき、記憶部に記憶された消費電
力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電気機器の消費電力計
測結果に基づき求められた消費電力に関する実測値とを比較する。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示の消費電力管理装置、消費電力管理システム、消費電力管理方法あるいは消費電
力管理プログラムにあっては、各消費電力あるいは合計量が単に一定の値を有する所定値
を超えるか否かを監視するのではなく、環境要因計測部によって計測された環境の要因の
値に基づき、記憶部に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力に
関する予測値と、電力計測部によって計測された消費電力値に基づき求められた消費電力
に関する実測値とを比較するので、より高い精度で電気機器の消費電力の監視を行うこと
ができるし、電気機器の異常発生や経年変化を的確に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施例１の消費電力管理装置の概念図である。
【図２】図２は、実施例２の消費電力管理装置の概念図である。
【図３】図３は、実施例３の消費電力管理装置の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、実施例に基づき本開示を説明するが、本開示は実施例に限定さ
れるものではなく、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の
順序で行う。
１．本開示の消費電力管理装置、消費電力管理システム、消費電力管理方法及び消費電力
管理プログラム、全般に関する説明
２．実施例１（本開示の消費電力管理装置、消費電力管理方法及び消費電力管理プログラ
ム）
３．実施例２（実施例１の変形）
４．実施例３（実施例１の別の変形、本開示の消費電力管理システム）
５．実施例４（実施例１～実施例３の変形）、その他
【００１３】
［本開示の消費電力管理装置、消費電力管理システム、消費電力管理方法及び消費電力管
理プログラム、全般に関する説明］
　本開示の消費電力管理装置において、［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関
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する予測値）］の値が規定範囲内である場合、演算・制御部は、消費電力に関する実測値
を、環境要因計測部によって計測された環境の要因の値を変数（パラメータ）として、消
費電力に関する予測値として記憶部に記憶する形態（具体的には、元の予測値と実測値と
を平均化し、新たな予測値として記憶する形態であり、以下においても同じである）とす
ることができる。また、本開示の消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムにお
いて、［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲内
である場合、消費電力に関する実測値を、環境要因計測部によって計測された環境の要因
の値を変数（パラメータ）として、消費電力に関する予測値として記憶部に記憶する形態
とすることができる。そして、これによって、消費電力に関する予測値の母集団への繰り
込みを行うことができ、消費電力に関する予測値の精度等の向上を図ることができる。こ
こで、規定範囲として、限定するものではないが、消費電力に関する予測値の値の標準偏
差σの２倍（２σ）を例示することができる。以下においても同様とすることができる。
　　　
【００１４】
　一方、本開示の消費電力管理システムにおいて、［（消費電力に関する実測値）－（消
費電力に関する予測値）］の値が規定範囲内である場合、演算・制御部は、消費電力に関
する実測値を、電気機器及び環境要因計測部によって計測された環境の要因の値を変数（
パラメータ）として、消費電力に関する予測値として記憶部に記憶する形態とすることが
できる。そして、これによって、消費電力に関する予測値の母集団への繰り込みを行うこ
とができ、消費電力に関する予測値の精度等の向上を図ることができる。
【００１５】
　上記の好ましい形態を含む本開示の消費電力管理装置あるいは消費電力管理システムに
おいて、［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲
を逸脱している場合、演算・制御部は警告を発する形態とすることができる。また、上記
の好ましい形態を含む本開示の消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムにおい
て、［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲を逸
脱している場合、警告を発する形態とすることができる。具体的には、［（消費電力に関
する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲を逸脱している場合、例え
ば、電気機器に異常や故障が生じたとして、あるいは又、過剰な負荷が加わったとして、
その旨の警告を、音声や画像、映像に基づき行うことができる。
【００１６】
　更には、以上に説明した各種の好ましい形態を含む本開示の消費電力管理装置あるいは
消費電力管理システムにおいて、演算・制御部は、消費電力に関する実測値を記憶部に記
憶し、所定の時間の経過前後において消費電力に関する実測値の変化量を求め、変化量が
所定の値以上であった場合、警告を発する形態とすることができる。また、以上に説明し
た各種の好ましい形態を含む本開示の消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラム
において、消費電力に関する実測値を記憶部に記憶し、所定の時間の経過前後において消
費電力に関する実測値の変化量を求め、変化量が所定の値以上であった場合、警告を発す
る形態とすることができる。具体的には、変化量が所定の値以上であった場合、所定の時
間の長短にも依るが、電気機器に経年劣化が生じた旨の警告を、音声や画像、映像に基づ
き行うことができるし、電気機器に異常や故障が生じたとして、あるいは又、過剰な負荷
が加わったとして、その旨の警告を、音声や画像、映像に基づき行うことができる。「所
定の時間」は、電気機器に依って、あるいは又、電気機器に経年劣化が生じたか、電気機
器に異常や故障が生じたか、過剰な負荷が加わったか等、どのような状態を知らせるかに
依って、適宜、決定すればよい。
【００１７】
　更には、以上に説明した各種の好ましい形態を含む本開示の消費電力管理装置、消費電
力管理システム、消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムにおいて、環境の要
因は、少なくとも温度である形態とすることができる。即ち、環境の要因は、温度（例え
ば、外気温）である形態とすることができるし、温度、湿度、水温及び電気機器内の内容
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物の量から成る群から選択された少なくとも１種の環境の要因である形態とすることもで
きる。環境要因計測部は、環境の要因を適切に計測できる装置であればよく、例えば、環
境の要因が、温度、湿度、水温、電気機器内の内容物の量である場合、環境要因計測部に
、それぞれ、温度センサー、湿度センサー、水温センサー、電気機器内の内容物に付され
たＩＣタグや質量センサー、圧力センサーを備えればよい。
【００１８】
　更には、以上に説明した各種の好ましい形態を含む本開示の消費電力管理装置、消費電
力管理システム、消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムにおいて、
　消費電力に関する予測値は、平均消費電力予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、平均消費電力実測値である構成とすることができるし、あ
るいは又、
　消費電力に関する予測値は、消費電力のピーク高さ予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、消費電力のピーク高さ実測値である構成とすることができ
るし、あるいは又、
　消費電力に関する予測値は、消費電力のピーク積分値の予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、消費電力のピーク積分値の実測値である構成とすることが
できるし、あるいは又、
　消費電力に関する予測値は、単位時間当たりの消費電力のピーク出現回数予測値であり
、
　消費電力に関する実測値は、単位時間当たりの消費電力のピーク出現回数実測値である
構成とすることができる。ここで、どのような構成を採用するかは、電気機器に基づき決
定すればよい。
【００１９】
　消費電力に関する予測値、あるいは、消費電力に関する予測値の初期値は、一種のデー
タベースとして、例えば、電気機器の製造メーカーが作成すればよい。尚、環境の要因の
値を変数（パラメータ）として、消費電力に関する予測値を一種のデータベース化するが
、この際、電気機器の動作モード（例えば、節電モードやスリープモード、省エネルギー
モード等）、電気機器の運転条件や動作条件（例えば、電気機器の設定温度、動作の強弱
等）、季節／月／日／曜日／時刻等を加えて、データベース化することが望ましい。
【００２０】
　更には、以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の消費電力管理装置に
おいて、電力計測部、環境要因計測部、記憶部及び演算・制御部は、電気機器あるいはそ
の近傍に配設されている構成とすることができるし、あるいは又、電力計測部、環境要因
計測部及び演算・制御部は、電気機器あるいはその近傍に配設されており、記憶部は、通
信回線を介して接続されたコンピュータ内に配設されている構成とすることができるし、
あるいは又、電力計測部及び環境要因計測部は、電気機器あるいはその近傍に配設されて
おり、記憶部及び演算・制御部は、通信回線を介して接続されたコンピュータ内に配設さ
れている構成とすることができる。また、以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含
む本開示の消費電力管理システムにおいて、電力計測部及び環境要因計測部は、電気機器
あるいはその近傍に配設されている構成とすることができる。通信回線を介して接続され
たコンピュータとして、具体的には、インターネットに接続されたサーバーや、所謂クラ
ウドコンピュータを挙げることができる。また、消費電力管理装置は、インターネットに
接続されていることが、種々の情報やデータの入手、交換といった観点から望ましい。
【００２１】
　更には、以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の消費電力管理装置、
消費電力管理システム、消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムにおいて、電
気機器（電子機器を含む）として、冷蔵庫や冷凍庫等の常時作動している電気機器；エア
ーコンディショナーや換気扇、扇風機、ヒーター等の長時間作動する電気機器；パーソナ
ルコンピュータ、テレビジョン受像機、オーディオ機器、ビデオレコーダ、炊飯器、湯沸
かしポット、電気ポット、コーヒーメーカー、携帯電話の充電器、電気自動車における二
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次電池充電器等の最低、数時間は作動する電気機器；洗濯機や衣類の乾燥機、食洗機、掃
除機、ホットプレートやグリル鍋等の、１時間程度は作動する電気機器；ヘアードライヤ
ーや電子レンジ、オーブン、各種プリンター等の、数分から数十分程度、作動する電気機
器を例示することができる。例えば、冷蔵庫や冷凍庫、エアーコンディショナーにあって
は、コンプレッサの起動時、電力消費量は急増するし、レーザープリンターにあっても印
刷開始時、電力消費量は急増する。また、洗濯機にあっては、水貯め、洗濯、濯ぎ、脱水
等によって電力消費量は大きく変動する。一方、例えば、パーソナルコンピュータにあっ
ては、電力消費量の変動は小さい。また、テレビジョン受像機、オーディオ機器、ビデオ
レコーダ等にあっては、通常は電力消費量の変動が小さいが、例えば、ボリュームを上げ
たりすると消費電力は大きくなる。
【００２２】
　消費電力に関する予測値と消費電力に関する実測値との比較は、環境の要因の値が所定
の値を超えて変化したとき、あるいは又、電気機器の動作モードや、電気機器の運転条件
、動作条件が変更されたときに行えばよい。即ち、データベース化された消費電力に関す
る予測値における変数（パラメータ）が変化したとき、消費電力に関する予測値と消費電
力に関する実測値との比較を行えばよい。
【００２３】
　電力計測部として、例えば、電力計を挙げることができ、あるいは又、電力計測、制御
、通信機能を有する電源コンセントや電源タップ等（具体的には、コンセント型、テーブ
ルタップ型、拡張アダプタ型等）を挙げることができる。記憶部は、周知の記憶装置から
構成することができるし、演算・制御部は、例えば、ＣＰＵと記憶手段（メモリ等）の組
合せから構成することができる。消費電力管理装置は、必要に応じて、通信装置を備えて
いることが好ましい。上述したとおり、電力計測部等が電気機器の近傍に配設されている
場合、電力計測部等は、アンペアブレーカーや配電盤、電力ルーター、エネルギーサーバ
ー（以下、これらを総称して、『アンペアブレーカー等』と呼ぶ）に配設され、あるいは
又、電源コンセントや電源タップ等（以下、これらを総称して、『電源タップ等』と呼ぶ
）に配設され、あるいは又、アンペアブレーカー等と電源タップ等との間に配設され、あ
るいは又、電源タップ等と電気機器との間に配設され、あるいは又、アンペアブレーカー
等と電気機器との間に配設されている。通信回線を介して接続されたコンピュータの記憶
部に記憶された消費電力に関する予測値は第三者の閲覧に供してもよい。具体的には、イ
ンターネット上のウエブサイトやホームページに消費電力に関する予測値を掲載してもよ
い。通信には、無線あるいは通信回線、公衆回線を利用した通信だけでなく、電力線搬送
通信（ＰＬＣ）技術も包含される。１つの消費電力管理装置に複数の電気機器が接続され
ている場合、消費電力管理装置は複数の電力計測部及び環境要因計測部を備え、それぞれ
の電気機器の消費電力を計測し、また、電気機器が使用されている環境の要因を計測する
ことが望ましい。
【００２４】
　電気機器への電力供給の形態として、配電線（送電線や電線を含む）を介した電力供給
を挙げることができる。配電網構成方式として、スポットネットワーク方式、レギュラー
ネットワーク方式（低圧ネットワーク方式）、低圧バンキング方式、本予備線方式（環状
方式）、樹枝状方式（放射状方式）等を挙げることができる。 また、配電線には、高圧
配電線（住宅地等の架空電線であり、５０ｋＶＡを超え、２０００ｋＶＡ以下の引込み線
として一般的に使用されている配電線）、低圧配電線（一戸建住宅等の５０ｋＶＡ以下の
引込み線として一般的に使用されている配電線）が含まれる。
【実施例１】
【００２５】
　実施例１は、本開示の消費電力管理装置、消費電力管理方法及び消費電力管理プログラ
ムに関する。概念図を図１に示す実施例１の消費電力管理装置１０Ａは、
　電気機器（具体的には、例えば、エアーコンディショナー）２０の消費電力を計測する
電力計測部１３、
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　電気機器２０が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部１４、
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶する記憶部１２、及び、
　演算・制御部１１、
を備えている。
【００２６】
　ここで、消費電力管理装置１０Ａは、電力計測、制御機能を有するテーブルタップ型で
あり、電力計測部１３、環境要因計測部１４、記憶部１２及び演算・制御部１１を内蔵し
、更に、入力部１６、表示部１７、通信装置１８を備えている。記憶部１２は、周知の記
憶装置から構成されており、演算・制御部１１は、例えば、ＣＰＵと記憶手段（メモリ等
）の組合せから構成されている。環境の要因は、少なくとも温度（実施例にあっては、具
体的には、外気温）であり、環境要因計測部１４は温度センサー１５を備えた温度計測器
から構成されている。消費電力管理装置１０Ａは、アンペアブレーカー３０と電気機器２
０との間に配線３３を介して配設されている。電気機器２０には、配電線３２、アンペア
ブレーカー３０、配線３３、消費電力管理装置１０Ａを介して商用電源３１から電力が供
給される。
【００２７】
　尚、消費電力管理装置１０Ａは、アンペアブレーカー３０内に配設されていてもよいし
、電気機器２０に組み込まれていてもよい。あるいは又、消費電力管理装置１０Ａは、ア
ンペアブレーカー等と電源タップ等（図示せず）との間に配設され、あるいは又、電源タ
ップ等と電気機器の間に配設されていてもよい。
【００２８】
　そして、演算・制御部１１は、環境要因計測部１４によって計測された環境の要因の値
（具体的には、実施例にあっては、外気温）に基づき、記憶部１２に記憶された消費電力
に関する予測値（具体的には、実施例にあっては、電力量予測値）を求め、求められた消
費電力に関する予測値と、電力計測部１３によって計測された消費電力値に基づき求めら
れた消費電力に関する実測値（電力量実測値）とを比較する。ここで、消費電力に関する
予測値（あるいは、消費電力に関する予測値の初期値）は、以下の表１に示すように、環
境の要因を変数（パラメータ）とした一種のデータベースであり、電気機器２０の製造メ
ーカーによって作成されている。尚、電気機器２０の動作モード（例えば、節電モードや
スリープモード、省エネルギーモード等であり、表１では、Ａ0，Ａ1で表す）、電気機器
２０の運転条件や動作条件（例えば、電気機器２０の設定温度、動作の強弱等であり、表
１では、Ｂ0，Ｂ1で表す）、季節／月／日／曜日／時刻（表１では、Ｃ0，Ｃ1で表す）を
更に変数として加えて、データベース化している。尚、Ｔ0＜Ｔ1＜Ｔ2＜Ｔ3＜Ｔ4＜Ｔ5で
ある。

【００２９】
　尚、電気機器２０から、例えば、電力線搬送通信（ＰＬＣ）技術に基づき、配線３３、
通信装置１８を介して電気機器２０に関する各種の情報（例えば、電気機器２０の型番等
）を受け取った演算・制御部１１は、例えば、電力線搬送通信（ＰＬＣ）技術に基づき、
通信装置１８、配電線３２を介して、電気機器２０の製造メーカーのホームページにアク
セスし、消費電力に関する予測値をダウンロードし、記憶部１２に記憶すればよい。ある
いは又、入力部１６から消費電力に関する予測値を入力してもよい。
【００３０】
［表１］
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【００３１】
　そして、実施例１の消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムにあっては、
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶部１２に記憶しておき、
　電気機器２０が使用されている環境の要因の計測結果に基づき、記憶部１２に記憶され
た消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電気機器２０
の消費電力計測結果に基づき求められた消費電力に関する実測値とを比較する。
【００３２】
　具体的には、例えば、環境要因計測部１４によって計測された環境の要因（外気温）の
値が、Ｔ1゜Ｃ以上、Ｔ2゜Ｃ未満であったとする。また、演算・制御部１１は、電気機器
２０から、例えば、電力線搬送通信（ＰＬＣ）技術に基づき、配線３３を介して電気機器
２０に関する動作モードＡ0、運転条件や動作条件Ｂ0を受け取ったとする。更には、消費
電力管理装置１０Ａに内蔵された計時装置によって、季節／月／日／曜日／時刻のデータ
Ｃ0を知ることができる。演算・制御部１１は、これらの情報（Ｔ1゜Ｃ以上、Ｔ2゜Ｃ未
満／Ａ0／Ｂ0／Ｃ0）を基に、記憶部１２に記憶されたデータベースから、消費電力に関
する予測値（電力量予測値）としてＰＣ01（ｋＷ・時）を得ることができる。一方、電力
計測部１３から、消費電力値に基づき求められた消費電力に関する実測値（電力量実測値
）ＰＣ’Aを得ることができる。そして、演算・制御部１１は、電力量予測値ＰＣ01と電
力量実測値ＰＣ’Aとを比較する。具体的には、
ΔＰＣ
　　　＝［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］
　　　＝ＰＣ’A－ＰＣ01

を求める。尚、消費電力に関する予測値と消費電力に関する実測値との比較は、環境の要
因の値が所定の値を超えて変化したとき、あるいは又、電気機器の動作モードや、電気機
器の運転条件、動作条件が変更されたときに行えばよい。即ち、データベース化された消
費電力に関する予測値における変数（パラメータ）が変化したとき、消費電力に関する予
測値と消費電力に関する実測値との比較を行えばよい。そして、このΔＰＣの値が規定範
囲ΔＰＣ01を逸脱している場合、演算・制御部１１は警告を発する。具体的には、例えば
、電気機器２０に異常や故障が生じたとして、あるいは又、過剰な負荷が加わったとして
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、その旨の警告を、音声や画像、映像に基づき表示部１７において行えばよい。規定範囲
ΔＰＣ01は、例えば、消費電力に関する予測値ＰＣ01の値の標準偏差σの２倍（２σ）と
すればよい。
【００３３】
　消費電力に関する予測値を平均消費電力予測値とし、消費電力に関する実測値を平均消
費電力実測値としてもよい。あるいは又、電気機器２０がエアーコンディショナーである
場合、コンプレッサの起動時、電力消費量は急増するので、消費電力に関する予測値を消
費電力のピーク高さ予測値とし、消費電力に関する実測値を消費電力のピーク高さ実測値
とすることもできるし、あるいは又、消費電力に関する予測値を消費電力のピーク積分値
の予測値とし、消費電力に関する実測値を消費電力のピーク積分値の実測値とすることも
できるし、あるいは又、消費電力に関する予測値を単位時間当たりの消費電力のピーク出
現回数予測値とし消費電力に関する実測値は、単位時間当たりの消費電力のピーク出現回
数実測値とすることもできる。ここで、どのような構成を採用するかは、電気機器２０に
基づき決定すればよい。
【００３４】
　また、演算・制御部１１は、消費電力に関する実測値を記憶部１２に記憶し、所定の時
間の経過前後（例えば、１年経過前後）において消費電力に関する実測値（ＰＣ’A及び
ＰＣ’B）の変化量（ＰＣ’B／ＰＣ’A）を求め、変化量が所定の値以上であった場合、
具体的には、例えば、１．２以上であった場合、警告を発する。尚、この場合、データベ
ース化された消費電力に関する予測値における変数（パラメータ）が同じである消費電力
に関する実測値において、変化量を求める。具体的には、電気機器２０に経年劣化が生じ
た旨の警告を、音声や画像、映像に基づき表示部１７において行うことができる。尚、所
定の時間が短い場合（例えば、１日）、電気機器２０に異常や故障が生じたとして、ある
いは又、過剰な負荷が加わったとして、その旨の警告を、音声や画像、映像に基づき表示
部１７において行うことができる。
【００３５】
　実施例１の消費電力管理装置、消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムにあ
っては、各消費電力あるいは合計量が単に一定の値を有する所定値を超えるか否かを監視
するのではなく、環境要因計測部によって計測された環境の要因の値（例えば、外気温）
に基づき、記憶部に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関
する予測値と、電力計測部によって計測された消費電力値に基づき求められた消費電力に
関する実測値とを比較する。それ故、より高い精度で電気機器の消費電力の監視を行うこ
とができるし、電気機器の異常発生や経年変化を的確に把握することができる。即ち、使
用者等は、使用している電気機器の劣化度合いを的確に把握することができるだけでなく
、同時に、使用状況、異常（故障）を早期に発見したり、予兆を知り、未然に防ぐことも
可能になる。更には、電気機器の消費電力の製造メーカー間の比較、機種間の比較、製造
年度による比較、同じ機種でもばらつきのあるもの／ないもの等、多種多様の比較閲覧が
可能となるし、製造メーカーが提供する省エネルギーの度合い等のカタログスペックの信
頼性を客観的に評価することが可能となる。後述する実施例３の消費電力管理システムに
おいても同様である。
【実施例２】
【００３６】
　実施例２は、実施例１の変形である。概念図を図２に示す実施例２の消費電力管理装置
１０Ｂにあっては、電力計測部１３、環境要因計測部１４及び演算・制御部１１は、実施
例１と同様に、電気機器２０あるいはその近傍に配設されている。一方、記憶部４２は、
通信回線３４を介して接続されたコンピュータ４０内に配設されている。そして、演算・
制御部１１と記憶部４２とは、通信装置１８、通信回線３４を介してデータ、情報の交換
を行うことができる。
【００３７】
　以上の点を除き、実施例２の消費電力管理装置１０Ｂは、実施例１の消費電力管理装置
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１０Ａと同様とすることができるし、消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラム
も、実施例１の消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムと同様とすることがで
きるので、詳細な説明は省略する。
【実施例３】
【００３８】
　実施例３は、実施例１の変形であり、且つ、本開示の消費電力管理システムに関する。
概念図を図３に示す実施例３の消費電力管理装置１０Ｃにあっては、電力計測部１３及び
環境要因計測部１４は、実施例１と同様に、電気機器２０あるいはその近傍に配設されて
いる。一方、記憶部４２及び演算・制御部４１は、通信回線３４を介して接続されたコン
ピュータ４０内に配設されている。そして、電力計測部１３及び環境要因計測部１４と演
算・制御部４１とは、通信装置１８、通信回線３４を介してデータ、情報の交換を行うこ
とができる。
【００３９】
　また、実施例３の消費電力管理システムは、
　電気機器２０の消費電力を計測する電力計測部１３、及び、
　電気機器２０が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部１４、
を、それぞれが備えた、複数の消費電力管理装置１０Ｃ、並びに、
　各消費電力管理装置１０Ｃが通信回線３４を介して接続され、記憶部４２及び演算・制
御部４１を備えたコンピュータ４０、
から成り、
　演算・制御部４１は、各消費電力管理装置１０Ｃの環境要因計測部１４によって計測さ
れた環境の要因の値に基づき、記憶部４２に記憶された消費電力に関する予測値を求め、
求められた消費電力に関する予測値と、該消費電力管理装置１０Ｃの電力計測部１３によ
って計測された消費電力値に基づき求められた消費電力に関する実測値とを比較する。
【００４０】
　比較結果を、通信回線３４を介してこの消費電力管理装置１０Ｃに送り、表示部１７に
表示してもよいし、コンピュータ４０に備えられた表示装置（図示せず）に表示してもよ
いし、インターネット上のウエブサイトやホームページに表示してもよい。また、通信回
線を介して接続されたコンピュータ４０の記憶部４２に記憶された消費電力に関する予測
値を、第三者の閲覧に供してもよい。具体的には、インターネット上のウエブサイトやホ
ームページに消費電力に関する予測値を掲載してもよい。
【００４１】
　以上の点を除き、実施例３の消費電力管理装置１０Ｃは、実施例１の消費電力管理装置
１０Ａと同様とすることができるし、消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラム
も、実施例１の消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムと同様とすることがで
きるので、詳細な説明は省略する。
【実施例４】
【００４２】
　実施例４は、実施例１～実施例３の変形である。実施例１～実施例３にあっては、原則
として、データベース化された消費電力に関する予測値の更新は行っていない。一方、実
施例４にあっては、
ΔＰＣ＝［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］
の値が規定範囲内である場合、演算・制御部１１，４１は、消費電力に関する実測値を、
環境要因計測部１４によって計測された環境の要因の値を変数（パラメータ）として、消
費電力に関する予測値として記憶部１２，４２に記憶する。
【００４３】
　具体的には、実施例１と同様に、（Ｔ1゜Ｃ以上、Ｔ2゜Ｃ未満／Ａ0／Ｂ0／Ｃ0）を基
に、記憶部１２，４２に記憶されたデータベースから、消費電力に関する予測値（電力量
予測値）として、ＰＣ01（ｋＷ・時）、及び、消費電力に関する実測値（電力量実測値）
ＰＣ’Aを得たとき、演算・制御部１１，４１は、電力量予測値ＰＣ01と電力量実測値Ｐ
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Ｃ’Aとを比較し、ΔＰＣが規定範囲ΔＰＣ01以内（具体的には、例えば、予測値ＰＣ01

の値の標準偏差σの２倍（２σ）以内）であるならば、電力量実測値ＰＣ’Aを繰り込ん
だ新たに予測値ＰＣ01を演算・制御部１１，４１は求め、（Ｔ1゜Ｃ以上、Ｔ2゜Ｃ未満／
Ａ0／Ｂ0／Ｃ0）における新たな予測値ＰＣ01として、記憶部１２，４２に記憶する。具
体的には、元の予測値と実測値とを平均化し、新たな予測値として記憶する。こうして、
消費電力に関する予測値の母集団への繰り込みを行うことで、消費電力に関する予測値の
精度等の向上を図ることができる。
【００４４】
　以上の点を除き、実施例４の消費電力管理装置は、実施例１の消費電力管理装置１０Ａ
と同様とすることができるし、消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムも、実
施例１の消費電力管理方法あるいは消費電力管理プログラムと同様とすることができるの
で、詳細な説明は省略する。
【００４５】
　以上、本開示を好ましい実施例に基づき説明したが、本開示はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。実施例における消費電力管理装置の構成、構造は例示であり、適宜、
変更することができる。実施例においては、電気機器をエアーコンディショナーとしたが
、電気機器はこれに限定するものではないし、環境の要因を温度（外気温）としたが、こ
れに限定するものでもない。電気機器を洗濯機や食洗機とする場合、環境の要因として、
温度（外気温）及び水温を挙げることができるし、衣類の乾燥機とする場合、環境の要因
として、外気温及び湿度を挙げることができるし、冷蔵庫や冷凍庫とする場合、環境の要
因として、冷蔵庫や冷凍庫内の内容物（例えば、食料品や飲料水等）の量とする場合、内
容物に付されたＩＣタグや質量センサー、圧力センサーを挙げることができる。
【００４６】
　表１に示したように、環境の要因の値を含む各種変数（パラメータ）として消費電力に
関する予測値を求める代わりに、表２に示すように、消費電力に関する予測値を規格化し
た値としてもよい。即ち、消費電力に関する予測値の代わりに、電気機器２０の製造メー
カーは、規格化係数αNを予め求めておき、更には、消費電力に関する規格化された予測
値ＰＣN（消費電力に関する予測値に規格化係数αNを乗じたもの）、規格化された規定範
囲ΔＰＣN（規定範囲ΔＰＣに規格化係数αNを乗じたもの）を予め求めておく。消費電力
に関する予測値を規格化することで、環境の要因の値を含む各種変数（パラメータ）が異
なっていても、消費電力に関する予測値、消費電力に関する実測値の大小の比較を直接行
うことが可能となる。
【００４７】
　例えば、環境要因計測部１４によって計測された環境の要因（外気温）の値が、Ｔ1゜
Ｃ以上、Ｔ2゜Ｃ未満であったとする。また、実施例１において説明したと同様に、電気
機器２０に関する動作モードＡ0、運転条件や動作条件Ｂ0、季節／月／日／曜日／時刻の
データＣ0が得られたとする。演算・制御部１１，４１は、これらの情報（Ｔ1゜Ｃ以上、
Ｔ2゜Ｃ未満／Ａ0／Ｂ0／Ｃ0）を基に、記憶部１２，４２に記憶されたデータベースから
、消費電力に関する規格化された予測値（規格化された電力量予測値）としてＰＣN_01（
ｋＷ・時）を得ることができる。一方、電力計測部１３から、消費電力値に基づき求めら
れた消費電力に関する実測値（電力量実測値）ＰＣ’Aに規格化係数αN_01を乗ずること
で、規格化された消費電力に関する実測値（電力量実測値）ＰＣ’N_Aを得ることができ
る。そして、演算・制御部１１，４１は、電力量予測値ＰＣ01と電力量実測値ＰＣ’Aと
を比較する。具体的には、
ΔＰＣN

　　　 ＝［（消費電力に関する規格化された実測値）
　　　　　　　 －（消費電力に関する規格化された予測値）］
　　　 ＝ＰＣ’N_A－ＰＣN_01

を求める。そして、このΔＰＣNの値が規格化された規定範囲ΔＰＣN_01を逸脱している
場合、実施例１にて説明したと同様に、演算・制御部１１，４１は警告を発すればよい。
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【００４８】
［表２］

【００４９】
　尚、本開示は、以下のような構成を取ることもできる。
［１］《消費電力管理装置》
　電気機器の消費電力を計測する電力計測部、
　電気機器が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部、
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶する記憶部、及び、
　演算・制御部、
を備えており、
　演算・制御部は、環境要因計測部によって計測された環境の要因の値に基づき、記憶部
に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電
力計測部によって計測された消費電力値に基づき求められた消費電力に関する実測値とを
比較する消費電力管理装置。
［２］［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲内
である場合、演算・制御部は、消費電力に関する実測値を、環境要因計測部によって計測
された環境の要因の値を変数として、消費電力に関する予測値として記憶部に記憶する［
１］に記載の消費電力管理装置。
［３］［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲を
逸脱している場合、演算・制御部は警告を発する［１］又は［２］に記載の消費電力管理
装置。
［４］演算・制御部は、消費電力に関する実測値を記憶部に記憶し、所定の時間の経過前
後において消費電力に関する実測値の変化量を求め、変化量が所定の値以上であった場合
、警告を発する［１］乃至［３］のいずれか１項に記載の消費電力管理装置。
［５］環境の要因は、少なくとも温度である［１］乃至［４］のいずれか１項に記載の消
費電力管理装置。
［６］消費電力に関する予測値は、平均消費電力予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、平均消費電力実測値である［１］乃至［５］のいずれか１
項に記載の消費電力管理装置。
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［７］消費電力に関する予測値は、消費電力のピーク高さ予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、消費電力のピーク高さ実測値である［１］乃至［５］のい
ずれか１項に記載の消費電力管理装置。
［８］消費電力に関する予測値は、消費電力のピーク積分値の予測値であり、
　消費電力に関する実測値は、消費電力のピーク積分値の実測値である［１］乃至［５］
のいずれか１項に記載の消費電力管理装置。
［９］消費電力に関する予測値は、単位時間当たりの消費電力のピーク出現回数予測値で
あり、
　消費電力に関する実測値は、単位時間当たりの消費電力のピーク出現回数実測値である
［１］乃至［５］のいずれか１項に記載の消費電力管理装置。
［１０］電力計測部、環境要因計測部、記憶部及び演算・制御部は、電気機器あるいはそ
の近傍に配設されている［１］乃至［９］のいずれか１項に記載の消費電力管理装置。
［１１］電力計測部、環境要因計測部及び演算・制御部は、電気機器あるいはその近傍に
配設されており、
　記憶部は、通信回線を介して接続されたコンピュータ内に配設されている［１］乃至［
９］のいずれか１項に記載の消費電力管理装置。
［１２］電力計測部及び環境要因計測部は、電気機器あるいはその近傍に配設されており
、
　記憶部及び演算・制御部は、通信回線を介して接続されたコンピュータ内に配設されて
いる［１］乃至［９］のいずれか１項に記載の消費電力管理装置。
［１３］電気機器は、エアーコンディショナー、冷蔵庫、洗濯機、ヒーター、テレビジョ
ン受像機、又は、衣類の乾燥機である［１］乃至［１２］のいずれか１項に記載の消費電
力管理装置。
［１４］《消費電力管理システム》
　電気機器の消費電力を計測する電力計測部、及び、
　電気機器が使用されている環境の要因を計測する環境要因計測部、
を、それぞれが備えた、複数の消費電力管理装置、並びに、
　各消費電力管理装置が通信回線を介して接続され、記憶部及び演算・制御部を備えたコ
ンピュータ、
から成り、
　演算・制御部は、各消費電力管理装置の環境要因計測部によって計測された環境の要因
の値に基づき、記憶部に記憶された消費電力に関する予測値を求め、求められた消費電力
に関する予測値と、該消費電力管理装置の電力計測部によって計測された消費電力値に基
づき求められた消費電力に関する実測値とを比較し、比較結果を通信回線を介して該消費
電力管理装置に送出する消費電力管理システム。
［１５］［（消費電力に関する実測値）－（消費電力に関する予測値）］の値が規定範囲
内である場合、演算・制御部は、消費電力に関する実測値を、電気機器及び環境要因計測
部によって計測された環境の要因の値を変数として、消費電力に関する予測値として記憶
部に記憶する［１４］に記載の消費電力管理システム。
［１６］《消費電力管理方法》
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶部に記憶しておき、
　電気機器が使用されている環境の要因の計測結果に基づき、記憶部に記憶された消費電
力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電気機器の消費電力計
測結果に基づき求められた消費電力に関する実測値とを比較する消費電力管理方法。
［１７］《消費電力管理プログラム》
　環境の要因の値を変数とした消費電力に関する予測値を記憶部に記憶しておき、
　電気機器が使用されている環境の要因の計測結果に基づき、記憶部に記憶された消費電
力に関する予測値を求め、求められた消費電力に関する予測値と、電気機器の消費電力計
測結果に基づき求められた消費電力に関する実測値とを比較する消費電力管理プログラム
。
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【符号の説明】
【００５０】
１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ・・・消費電力管理装置、１１，４１・・・演算・制御部、１２
，４２・・・記憶部、１３・・・電力計測部、１４・・・環境要因計測部、１５・・・温
度センサー、１６・・・入力部、１７・・・表示部、１８・・・通信装置、２０・・・電
気機器、３０・・・アンペアブレーカー、３１・・・商用電源、３２・・・配電線、３３
・・・配線、３４・・・通信回線、４０・・・コンピュータ

【図１】 【図２】
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【図３】
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